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   相談支援事業所が行う医療機関への情報提供に係る加算の取扱いについて 

 

日頃より、本市障害福祉行政にご理解ご協力いただきありがとうございます。 

さて、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において、相談支援事業所における医療

を含めた多機関連携を更に促進するため、入院時情報連携加算、医療・保育・教育機関等

連携加算及び集中支援加算の拡充等がなされています。 

これらの加算算定に係る医療機関への情報提供方法については、「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障

害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて」（平成 18年 10月 31日障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

長通知）及び「医療機関と相談支援事業所の連携に関する一層の取組促進について」（令和

６年６月 12日厚生労働省・こども家庭庁事務連絡）により示されているところですが、運

営指導等で各事業所の算定状況を確認しますと、そのとおり情報提供を行っていない事例

が散見されます。 

そこで、入院時情報連携加算、医療・保育・教育機関等連携加算及び集中支援加算の算

定要件となる、医療機関への情報提供方法について、整理して通知いたしますので、今後

は、下記のとおり対応することとしてください。 

なお、本事務連絡後の加算算定時に、下記により医療機関への情報提供を行っていない

場合、過誤調整等の対象となる可能性があることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 共 通 

相談支援事業所から医療機関の職員に対し、利用者の情報を提供する際は、別添に示

す参考様式等を使用して行う。 

  



２ 各加算に係る情報提供時に使用する参考様式等 

 加算名称 参考様式 記載事項 留意点 

利

用

者

の

入

院

時 

入院時情報

連携加算 

入院時情報提

供書 

 

※（Ⅰ）（Ⅱ） 

共通 

・当該利用者の 

基本情報 

 

・利用者の状態 

 

・支援における 

留意点等 

 

・家族・世帯の 

状況 

 

・生活の状況 

 

・受診・服薬の 

状況 

 

 等 

・医療機関へ出向いて、当該医療機

関職員と面談し、情報提供した場

合は、加算（Ⅰ）。それ以外の方法

で情報提供した場合は、加算（Ⅱ） 

・当該利用者の同意の上、医療機関

に提供すること。 

・当該利用者が重度訪問介護を利用

して入院する場合は、当該重度訪

問介護事業所と共同作成も可。た

だし、他の事業所が代表して作成

した入院時情報提供書を提供す

ることのみをもって加算(Ⅱ)を

算定することは不可。 

利

用

者

へ

の

通

院

同

行

時 

医療・保育・

教育機関等

連携加算 

（基本報酬を

算定する月

に算定。） 
通院時情報提

供書 

・利用者が病院等に通院するに当た

り、病院等を訪問し、当該病院等

の職員に対して利用者に係る必

要な情報を提供すること。 
集中支援加

算 

（基本報酬を

算定しない

月に算定） 

＊サービス等利用計画、アセスメントシート、受給者証、おくすり手帳等を添付すること

で、各参考様式の記載を省略可能。 

 

３ 参考（別添） 

・医療機関と相談支援事業所の連携に関する一層の取組促進について（事務連絡） 

  【別添１】入院時情報提供書（参考様式・記入例） 

  【別添２】通院時情報提供書（参考様式・記入例） 

  【別添３】退院時情報提供書（参考様式・記入例） 

 

 

事務担当 横須賀市民生局福祉こども部                      

○参考様式等に関する問合せ先 指導監査課 法人・障害担当 TEL:046(822)8411  

 〇支給決定に関する問合せ先  障害福祉課 給付係     TEL:046(822)9488  


